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阪
維
新
の
会
が
年
金
掛
け
捨
て
を

提
唱
し
、
民
主
党
が
最
低
保
障
年

金
を
含
む
財
政
試
算
を
公
表
し
、
年
金
改

革
論
議
が
再
燃
し
つ
つ
あ
る
。

　

最
低
保
障
年
金
、
支
給
開
始
年
齢
引
き

上
げ
、
年
金
給
付
の
特
例
水
準
の
是
正
、

パ
ー
ト
労
働
者
へ
の
厚
生
年
金
の
適
用
拡

大
、
と
専
門
用
語
も
飛
び
交
う
様
相
だ

が
、
ど
の
事
項
が
誰
の
利
害
に
か
か
わ
る

か
、
混
乱
し
て
い
る
。
年
金
に
か
か
わ
る

論
点
が
、
す
べ
て
自
身
の
利
害
に
直
接
か

か
わ
る
こ
と
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
る
議
論

の
提
起
の
仕
方
は
問
題
だ
。
特
に
、
厚
生

労
働
省
の
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
の

議
論
の
展
開
は
、
そ
れ
を
助
長
し
て
い

る
。

　

ま
ず
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
引
き
上

げ
、
最
低
保
障
年
金
は
、
主
に
団
塊
ジ
ュ

ニ
ア
世
代
以
降
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

論
点
で
、
今
の
高
齢
者
に
は
あ
ま
り
関
係

な
い
。
特
例
水
準
（
物
価
下
落
と
連
動
し

て
給
付
抑
制
を
し
な
か
っ
た
分
）
の
是
正

や
デ
フ
レ
下
で
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

（
人
口
変
動
要
因
を
織
り
込
ん
だ
給
付
抑

制
）
の
発
動
は
、
今
の
年
金
受
給
者
に
影

響
す
る
。
ど
の
論
点
が
誰
を
対
象
と
し
た

も
の
か
を
明
示
し
て
議
論
す
べ
き
だ
。

　

そ
の
う
え
で
、
年
金
制
度
最
大
の
課
題

は
、
世
代
間
格
差
是
正
と
最
低
保
障
機
能

を
ど
こ
ま
で
果
た
す
か
、
で
あ
る
。こ
こ

に
焦
点
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。

　

最
低
保
障
年
金
や
支
給
開
始
年
齢
引
き

上
げ
に
つ
い
て
は
、
生
涯
で
払
う
保
険
料

や
税
の
大
半
を
こ
れ
か
ら
払
う
若
い
世
代

に
と
っ
て
、
そ
の
負
担
す
る
理
由
が
重
要

だ
。
税
を
財
源
と
す
る
最
低
保
障
年
金
の

是
非
は
、
勤
労
期
に
運
悪
く
低
所
得
に
な

っ
て
も
、
老
後
は
年
金
で
生
活
保
障
が
で

き
る
よ
う
に
す
べ
く
、
税
負
担
を
ど
れ
だ

け
求
め
る
か
が
問
わ
れ
る
。
支
給
開
始
年

齢
は
、
審
議
会
で
の
議
論
が
惹
起
さ
せ
た

よ
う
に
、
単
に
年
金
財
政
の
収
支
を
合
わ

せ
る
か
の
よ
う
な
問
題
提
起
で
は
駄
目

だ
。
支
給
開
始
年
齢
引
き
上
げ
は
、
定
年

引
き
上
げ
だ
け
で
な
く
、
勤
労
期
の
保
険

料
負
担
を
抑
制
す
る
策
と
も
セ
ッ
ト
で
考

え
る
べ
き
だ
。

　

他
方
、
す
で
に
年
金
保
険
料
を
払
い
終

え
、
年
金
受
給
者
に
な
り
つ
つ
あ
る
団
塊

世
代
は
、
人
数
が
多
い
た
め
、
そ
の
給
付

財
源
の
確
保
が
世
代
間
格
差
を
助
長
す
る

源
と
な
っ
て
い
る
。
巷
間
で
は
自
分
の
給

付
は
勤
労
期
の
保
険
料
を
積
み
立
て
た
も

の
と
の
認
識
が
あ
る
が
、
実
際
は
賦
課
方

式
で
、
団
塊
世
代
の
給
付
財
源
の
多
く
は

今
後
徴
収
す
る
税
と
若
年
者
の
保
険
料
で

賄
わ
れ
る
。
確
か
に
、
団
塊
世
代
以
上
の

高
齢
の
方
は
、
重
い
負
担
感
に
耐
え
て
勤

労
期
に
保
険
料
と
税
を
払
っ
て
き
た
と
は

い
え
、
今
の
若
年
世
代
よ
り
相
対
的
に
負

担
は
軽
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
世
代
間
格
差
是
正
の
た

め
に
は
、
今
の
高
齢
者
に
、
年
金
給
付
抑

制
か
、
追
加
的
な
税
負
担
を
お
願
い
す
る

か
し
か
な
い
。
特
例
水
準
の
是
正
や
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
発
動
だ
け
で
は
ま
だ

格
差
が
残
る
。
た
だ
、
保
険
料
納
付
の
見

合
い
で
あ
る
給
付
を
削
減
す
る
と
憲
法
違

反
と
の
見
解
も
あ
る
か
ら
、
所
得
税
制
で

の
公
的
年
金
等
控
除
縮
小
も
一
策
だ
。

　

70
歳
以
上
の
世
帯
で
は
過
半
数
が
所
得

税
を
払
っ
て
い
な
い
。
よ
り
多
く
の
給
付

を
受
け
る
高
齢
者
に
は
年
金
課
税
を
強
化

す
る
。
こ
れ
で
、
実
質
的
な
給
付
抑
制
が

図
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
消
費
税
増
税
も
世

代
間
格
差
是
正
に
役
立
つ
。
高
齢
者
の
資

産
に
直
接
課
税
す
る
と
、
歪
ん
だ
節
税
対

策
が
起
き
る
懸
念
が
あ
る
。
そ
れ
よ
り

も
、
資
産
を
取
り
崩
し
て
消
費
す
る
段
階

で
消
費
税
を
多
く
課
せ
ば
、
高
齢
者
に

も
、
年
金
給
付
の
た
め
に
不
足
す
る
税
財

源
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

年
金
改
革
は
、
議
論
の
提
起
の
仕
方
を

誤
る
と
不
要
な
混
乱
を
起
こ
す
。
注
意
深

く
、
詰
め
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。 

経
済
を
見
る
眼

年
金
改
革
、世
代
を
分
け
て
議
論
せ
よ

【
今
週
の
眼
】
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